
厚木市社会を明るくする運動推進委員会設置規程 

 

（設置） 

第１条 犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれ

の立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会をつくる「厚木市社会を

明るくする運動」（以下「運動」という。）を実施することを目的とした厚木

市社会を明るくする運動推進委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条  委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 運動の企画、実施及び普及啓発に関すること。 

(2) 構成機関・団体間の連絡調整に関すること。 

(3) 前２号に定めるもののほか、運動の推進に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の構成機関・団体及び役職等は、別表に定める。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長１人、副委員長２人及び監事２人を置く。 

(1) 委員長は、厚木市長をもって充てる。 

(2) 副委員長は、委員の互選によって選出する。 

(3) 監事は委員の互選によって選出し、会計を監査する 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。 

（任期） 

第５条  委員の任期は２年とする。ただし、任期途中において委員の交代が生

じたときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

２  委員から退任したい旨の申出がないときは、委員は再任されたものとする。 

（会議） 

第６条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務・会計及び中央委員会・県推進委員会その他関係団体と

の調整を行うため、事務局を厚木市市民福祉部地域包括ケア推進課福祉政策

係内に置き、地域包括ケア推進課長を事務局長、福祉政策係長を事務局次長

とする。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

この規程は、平成１６年５月３１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２０年５月２６日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年５月２７日から施行する。 

附 則 



この規程は、令和元年５月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年５月２日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月 10 日から施行する。 

  



別表 

  
 構 成 機  関 ・ 団 体 役  職  等 人  数 

１ 厚木市 市長 １ 

２ 厚木市教育委員会 教育長 １ 

３ 厚木警察署 署長 １ 

４ 厚木児童相談所 所長 １ 

５ 厚木地区保護司会 
会長及び犯罪予防 
活動部会長 

２ 

６ 厚木市人権擁護委員会 会長 １ 

７ 厚木愛甲地区更生保護女性会 会長 １ 

８ 厚木市子ども会育成連絡協議会 会長 １ 

９ 厚木市青少年健全育成会連絡協議会 会長 １ 

10 厚木市青少年指導員連絡協議会 会長 １ 

11 厚木市青少年相談員連絡協議会 会長 １ 

12 厚木市立小学校長会 社明担当 １ 

13 厚木市立中学校長会 社明担当 １ 

14 厚木市立小中学校 PTA 連絡協議会 会長 １ 

15 厚木市防犯協会 副会長 １ 

16 厚木市自治会連絡協議会 会長 １ 

17 社会福祉法人 厚木市社会福祉協議会 会長 １ 

18 厚木市民生委員児童委員協議会 会長 １ 

19 神奈川県薬物乱用防止指導員協議会厚木支部 支部長 １ 

20 厚木県央ロータリークラブ 会長 １ 

21 厚木もみじライオンズクラブ 会長 １ 

22 厚木市老人クラブ連合会 会長 １ 

 


